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盛土規制法の許可申請を予定されている方へ 
 

1. 事前相談のお願い                                                         

 盛土・切土（一時的な土石の堆積も含む）を行う場合、計画している工事内容が盛土規制法の許可を要する

盛土等に該当するかなど、事前相談をお願いします。 

 事前相談は、県ホームページから「盛土規制法事前相談フォーム」からお問い合わせください。 

【宮城県】盛土規制法事前相談フォーム_建築宅地課 

 

                

              

2. 許可不要工事（適用除外工事）の確認                                             

 盛土規制法では、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、一定規模以上の盛土等（土地の形質変更

（「宅地造成」、「特定盛土等」）、一時的な「土石の堆積」）を行う場合には、許可・届出を必要としています。 

 一方で、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（以下「令」という。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行

規則（以下「規則」という。）で、一定の工事は盛土等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとし

て許可が不要とされています。許可不要工事については、別添「盛土規制法に関する事前相談票」の裏面に

記載されていますので、確認してください。 

 令、規則に明記されていないもので、許可不要の主な工事については、次のとおりです。 

☞ 建築物等の工作物の建築・築造に伴う掘削及び埋戻し（いわゆる「根切工事」等） 

☞ 地中埋設物撤去のための床堀及び埋戻し 

☞ 文化財調査のための掘削及び埋戻し 

☞ 自然災害により被災した土地を現状回復するもの（規則第８条の非常災害のための応急措置でないも

の） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状回復するこれらの工事は、「土地の形質変更（宅地造成、特定盛土等）」には該
当しないため、許可不要となるものです。 
また、掘削した土砂を工事現場付近に堆積する場合も、規則第８条第１０号ハに該
当し、許可不要となります。 
なお、建築物等の根切り工事と異なる敷地の造成は「宅地造成」にあたり、許可が
必要となります。 

盛土等に伴う崖崩れ、土砂の流出による災害から、国民の生命・財産の保護を図るた
めの規制ですので、盛土規制法運用については、皆様のご理解・ご協力賜りますようお
願い致します。 

斜⾯地の⾕を埋め、⼟砂が崩落した事例 

 

道路沿いの平地に造成された無許可盛⼟事例 

Ｒ７.４ 
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3. 規制対象規模                                                               

 規制の対象となる規模は次のとおりです。規制の内容は許可または届出になります。 

 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で規制内容が異なります。 

区域 行為 届出 許可

土地の形質

変更（「宅地

造成」「特定

盛土等」）

―

①盛土で高さ1m超の崖

②切土で高さ2m超の崖

③盛土と切土を同時に行って、高さ2m超の崖（①、

②を除く）

④盛土で高さ2m超（①、③を除く）

⑤盛土又は切土の面積500㎡超（①～④を除く）

一時的な

土石の堆積
―

①堆積の高さ2m超かつ300㎡超

②堆積の面積500㎡超

土地の形質

変更（「特定

盛土等」）

①盛土で高さ1m超の崖

②切土で高さ2m超の崖

③盛土と切土を同時に行って、高さ2m超の崖（①、

②を除く）

④盛土で高さ2m超（①、③を除く）

⑤盛土又は切土の面積500㎡超（①～④を除く）

①盛土で高さ2m超の崖

②切土で高さ5m超の崖

③盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖（①、

②を除く）

④盛土で高さ5m超（①、③を除く）

⑤盛土又は切土の面積3,000㎡超（①～④を除く）

一時的な

土石の堆積

①堆積の高さ2m超かつ300㎡超

②堆積の面積500㎡超

①堆積の高さ5m超かつ面積1,500㎡超

②堆積の面積3,000㎡超

特

定

盛

土

等

規

制

区

域

宅

地

造

成

等

工

事

規

制

区

域

 

   （土地の形質変更（「宅地造成」「特定盛土等」）） 

 
工事の内容（盛土等の規模） 

宅地造成等工事 
規 制 区 域 

特定盛土等 
規 制 区 域 

「宅
地
造
成
」・「特
定
盛
土
等
」（土
地
の
形
質
変
更
） 

① 盛土で高さ１ｍを超える崖を生
ずるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は高さ２ｍ） 

 

許可 
届出 

（許可） 

② 切土で高さ２ｍを超える崖を生
ずるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は５ｍ） 

 

許可 
届出 

（許可） 

③ 盛土、切土で高さが２ｍを超え
る崖を生ずるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は５ｍ） 

 

許可 
届出 

（許可） 

④ 高さ２ｍを超えるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は５ｍ） 

 

許可 
届出 

（許可） 

⑤ 厚さ３０㎝を超える盛土又は切
土をする土地の面積（合計）が５
００㎡を超えるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は 3000㎡） 

 

許可 
届出 

（許可） 

※「崖」とは、地表面が水平面に対し 30度を超える角度をなす土地で、高岩盤（風化の著しいものを除く）以外のもの 
※青字は特定盛土等規制区域の「許可」が必要な規模を表す 

 

  

「⑤」は厚さ３０㎝を超える盛土・切土をする部分の面積の合計が
５００㎡または３０００㎡を超える場合に許可の対象となります。
敷地全体の平均ではないことに注意してください。 

「④」は斜面における盛土を想定したもので、盛土の下端から盛土の一番高いところまでの高
さで判断します。 
そのため、厚さが１０㎝程度の盛土でも規制の対象となる場合があります。 
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  （「土石の堆積」） 

 工事の内容（盛土等の規模）  
宅地造成等工事 
規 制 区 域 

特定盛土等 
規制区域 

一
時
的
な
「土
石
の
堆
積
」 

⑥ 高さが２ｍを超えかつ面積が 
３００㎡を超えるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は高さ５ｍかつ面積１，５００
㎡を超えるもの） 

 

許可 
届出 

（許可） 

⑦ 厚さ30㎝を超えて土石の堆積
を行う土地の面積（合計）が
500㎡を超えるもの 
（特定盛土等規制区域内での許
可は 3000㎡） 

 

許可 
届出 

（許可） 

   ※青字は特定盛土等規制区域の「許可」が必要な規模を表す 

 

 「土地の面積」、「盛土又は切土をする土地の面積」（「土石の堆積を行う土地の面積」）について 

 

盛土規制法の許可申請書等には、「土地の面積」と「盛土又は切土をする土地の面積」（「土石の堆積を行う

土地の面積」）を記載する欄があります。 

その際の基本的な考え方は次のとおりです。 

 「土地の面積」 

盛土・切土をしない範囲を含めた、一体的に開発される範囲 

 「盛土又は切土をする土地の面積」（「土石の堆積を行う土地の面積」） 

 

   （概念図） 

 

 

 

  

許可が必要な際に「盛土・切土をする面積」とする面積

＝「10-ロ 盛土又は切土をする土地の面積」

（「7-ロ 土石の堆積を行う土地の面積」）

＝申請手数料算定面積

「５ 土地の面積」：盛土・切土をしない範囲を含めた一体的に工事される範囲

30cm30cm

許可の要否を判断する面積

赤字の面積が１０，０００㎡以上の場合は、建築宅地課が申

請窓口になります。１０，０００㎡未満の場合には、管轄の土

木事務所が申請窓口になります。 
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4. 申請前の準備（周辺地域の住民への周知・土地所有者等の同意）                                 

① 周辺地域の住民への周知 

i. 周知方法 

許可の申請をするときは、工事を施行する土地の周辺地域の住民に対し、工事の内容を周知してください。 

周知の方法は次のいずれかの方法によります。ただし、渓流等※で１５ｍを超える盛土をする場合の周知方

法は、「説明会の開催」に限ります。（申請には、周辺住民への周知を行った事実を確認できる書類を添付す

ることになります。） 

 

 説明会の開催 

 工事内容を記載した書面（チラシ）の配布 

 工事内容の掲示とあわせてインターネットで閲覧に供する 

 

ii. 周辺地域の住民の範囲は、盛土等の区分によって異なります。（下表参照） 

盛土等の区分 住民への周知を行う範囲 参考図 

①平地盛土 
②切土 
③土石の堆積 

・盛土等の境界（法尻）から盛土等の最大高さｈに対して水平距離２ｈ以内の範囲 
（※参考図 Lの範囲） 

・盛土等を行う土地の隣接地 
・盛土等を行う土地の境界から水平距離 
50ｍ～２５０ｍ（①は５０ｍ、②、③では勾配が 
1/10未満の場合：５０ｍ、 
1/10以上の場合 250ｍ） 
・盛土等を行う土地が属する自治会等の範囲 
 

・腹付け盛土 

・盛土のり肩までの高さｈに対して盛土のり肩から下方
の水平距離５ｈ以内の範囲（※参考図 Iの範囲） 
・盛土を行う土地の境界から下流方向
に水平距離 250ｍの範囲 
・上記範囲の中にその全部または一部
が含まれる自治会等の範囲 

①渓流等における
高さ 15 メートルを
超える盛土 
②渓流等における
盛土（①を除く） 
③谷埋め盛土（①及
び②を除く） 
④腹付け盛土のう
ち、参考図 I の範囲
に渓流等の渓床が
存在するもの（①及
び②を除く） 

下流の渓床勾配が２度以上の範囲（※参考図） 
上記範囲の中にその全部または一部が含まれる自
治会等の範囲 
 
 
 
 
 

 

 

iii. 周知する工事の具体的内容 

工事の区分 周知する項目 工事の区分 周知する項目 

宅地造成 

又は 

特定盛土等 

①工事主の氏名又は名称 
②工事が施行される土地の所在地 
③工事施行者の氏名又は名称 
④工事の着手予定日及び完了予定日 
⑤盛土又は切土の高さ 
⑥盛土又は切土をする土地の面積 
⑦盛土又は切土の土量 

土石の堆積 

①工事主の氏名又は名称 
②工事が施行される土地の所在地 
③工事施行者の氏名又は名称 
④工事の着手予定日及び完了予定日 
⑤土石の堆積の最大堆積高さ 
⑥土石の堆積を行う土地の面積 
⑦土石の堆積の最大堆積土量 

  

渓流等※の概念図 



 

5 

② 土地の権利を有する者の同意 

i. 土地の範囲について 

 土地の権利を有する者全員の同意を得ていることは、盛土規制法の許可要件のひとつとなって

います。 

 ここでいう「土地」とは、盛土等に関する工事をしようとする土地の区域内の土地であって、実際

に盛土・切土をする土地のほか、一体的に開発する場合で盛土・切土を行わない土地、土石の堆

積の空地部分も含みます。 

 

ii. 土地の権利の範囲について 

土地の権利は、次のとおりです。 

 所有権 

 地上権 

 質権（当該土地を占有する不動産質権者に限る） 

 賃借権 

 使用貸借権 

 使用収益権（永小作権、地役権等） 

抵当権、根抵当権、先取特権等の担保物権（不動産質権を除く）は、ただちに土地の使用収益に支障

のある権利ではないため、同意を要するものではありません。 

また、次の事業に係る許可申請の場合には、土地所有者等の同意は不要です。 

 土地区画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業 

 土地収用法第２６条第１項の規定による告示に係る事業 

 都市再開発法第２条第１号に規定する第一種市街地再開発事業 

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第２条第４号に規定 

する住宅街区整備事業 

 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第２条第５号に規定する防災街区 

整備事業 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第２条第３項に規定する地域福利増 

進事業のうち同法第１９条第１項に規定する使用権設定土地において行うもの 

 

iii. 同意書の提出について 

 土地の権利を有する者の同意書（県細則で定める予定）に、印鑑登録をした印（いわゆる実印、

会社実印）を押印し、印鑑登録証明書を添付してください。 

 土地の権利を有する者が複数いる場合には、同意者の一覧表（任意様式）を作成し、添付してく

ださい。 
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5. 許可申請                                                               

許可申請の申請様式、添付書類は、「宅地造成」及び「特定盛土等」（土地の形質変更）と一時的な「土石の堆積」

で異なります。 

許可には、次のとおり要件が定められています。 

 申請に係る工事の計画が技術的基準に適合するものであること。 

 工事主に当該宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行うために必要な資力及び信用

があること。 

 工事施行者に当該宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を完成するために必要な能力

があること。 

 申請に係る工事をしようとする土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借

による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意を得ていること。 

 

① 「宅地造成」及び「特定盛土等」の許可申請 

i. 申請書（規則様式第２） 

ii. 添付書類 

（図面） 

綴
順 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

1 位置図 方位、道路及び目標となる地物 
1/10000 

以上 
 

2 地形図 方位及び土地の境界線 
1/2500 

以上 
等高線は、２メートルの標高差を示すものと
すること。 

3 土地の平面図 

方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土
をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止
施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグ
ラウンドアンカーその他の土留の位置 

1/2500 
以上 

断面図を作成した箇所に断面図と照合でき
るように記号を付すること。 
植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場
合は、その旨を付すること。 
擁壁、崖面崩壊防止施設及び排水施設につ
いては、申請書と照合できるように番号を
付すること。 

4 土地の断面図 盛土又は切土をする前後の地盤面 
1/2500 

以上 
高低差の著しい箇所について作成すること。 

5 
排水施設の平面
図 

排水施設の位置、種類、材料、形状、内法の
り寸法、勾配及び水の流れの方向並びに吐
口の位置及び放流先の名称 

1/500 
以上 

 

6 崖の断面図 

崖の高さ、勾配及び土質（土質の種類が二
以上であるときは、それぞれの土質及びそ
の地層の厚さ）、盛土又は切土をする前の地
盤面並びに崖面の保護の方法 

1/50 
以上 

擁壁で覆われる崖面については、土質に関
する事項は示すことを要しない。 

7 擁壁の断面図 

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及
び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層
の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地
盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位
置、材料及び寸法 

1/50 
以上 

 

8 擁壁の背面図 
擁壁の高さ、水抜穴の位置、材料及び内径
並びに透水層の位置及び寸法 

1/50 
以上 

 

9 
崖面崩壊防止施
設の断面図 

崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配、崖面崩
壊防止施設の材料の種類及び寸法、崖面崩
壊防止施設を設置する前後の地盤面、基礎
地盤の土質並びに透水層の位置及び寸法 

1/50 
以上 

 

10 
崖面崩壊防止施
設の背面図 

崖面崩壊防止施設の寸法、水抜穴の位置、
材料及び内径並びに透水層の位置及び寸法 

1/50 
以上 

水抜穴及び透水層に係る事項については、必
要に応じて記載すること。 

1 登記事項証明書 盛土・切土を行う土地のほか、空地等を含む敷地全体の土地の登記事項証明書（いわゆる「土地謄本」） 

2 公図 盛土・切土を行う土地のほか、空地等を含む敷地全体の土地の公図 

11 求積図 実際に切土・盛土を行う土地の求積図（盛土・切土をしない敷地を含む敷地全体ではありません。） 
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（各種書類） 

12 構造計算書 
鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を設置するときは、擁壁の概要、構造計画、応

力算定及び断面算定を記載した構造計算書 

13 安定計算書 
渓流等で高さ１５ｍを超える盛土をする時は、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の

安定計算を記載した安定計算書 

14 安定計算書 
崖面を擁壁で覆わないときは、土質試験その他の調査又は試験に基づく地盤の安定計算を記

載した安定計算書（施行令第８条第１項第１号イ～ハに該当し、擁壁を設置しない場合） 

15 
設計者の資格を証す

る書類 

次に該当する措置を講じる場合、「設計者の資格」を証明する書類 

・高さが５ｍを超える擁壁の設置 

・盛土又は切土をする土地の面積が１５００㎡を超える土地における排水施設の設置 

16 写真 盛土又は切土をしようとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真 

3 住民票の写し等 （個人）住民票の写し等氏名及び住所を証する書類の写し（個人番号は黒塗りしたもの） 

4 登記事項証明書 （法人）登記事項証明書（いわゆる「商業登記」） 

5 
役員の住民票の写し

等 

（法人）役員の住民票の写し等氏名及び住所を証する書類の写し（個人番号は黒塗りしたもの） 

6 資金計画書 

省令様式第３の資金計画書 

（資金を借入金で調達する場合にあっては、金融機関の融資を証明する書類、資金を自己資金

で調達する場合にあっては、金融機関の預金もしくは貯金の残高を証明する書類を添付） 

7 土地使用同意書 

土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他

の使用及び収益を目的とする権利（使用収益権（永小作権、地役権等））を有する者の全ての同

意を得ていることを証する書類（県細則第８号、印鑑証明書等を添付） 

8 
周知措置に関する書

類 

周辺の住民の範囲を示す書類、住民への周知措置を講じたことを証する書類 

9 

株主等の住民票の写

し等 

（法人）発行済株式総数の 5/100 以上の株式を有する株主又は出資の額の 5/100 以上の額

に相当する出資をしている者（個人）があるとき、株主等の住民票の写し等氏名及び住所を証す

る書類の写し（個人番号は黒塗りしたもの）（株主等が法人の場合には、法人の登記事項証明書） 

10 

株主等の株式の数又

は出資金額が確認で

きる書類 

（法人）発行済株式総数の 5/100 以上の株式を有する株主又は出資の額の 5/100 以上の額

に相当する出資をしている者があるとき、当該株主の有する株式等の数、当該出資者の出資金

額が確認できる書類 

11 
国税及び県税の納税

証明書等 

（法人）法人税及び法人事業税の納税証明書（直近の課税の税額、納付税額がわかるもの） 

（個人）所得税及び個人事業税の納税証明書（直近の課税の税額、納付税額がわかるもの） 

1２ 
誓約書 

（権利能力等） 

工事主が破産手続き開始決定を受けて復権を得ない、土地利用規制関係法令等に違反し処分

を受けていないことなどの誓約書（県細則様式第６号） 

1３ 
工事施工者に関する

書類 

工事施工者の事業経歴書、工事施工者が建設業法第３条第１項の許可を受けていることを証す

る書類、登記事項証明書（工事施工者が法人の場合） 

1４ 
誓約書 

（暴力団非該当） 

工事主が暴力団、暴力団員等に該当しないこと等を誓約する書類（県細則様式第７号） 

 

    （その他） 

その他 その他知事が必要と認める書類 
 
  

上記表の色別に綴順のインデックス等を貼付してくださいますよう御協力願います。 
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② 「土石の堆積」の許可申請 

i. 申請書（規則様式第４） 

ii. 添付書類 

（図面） 

綴
順 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

1 位置図 方位、道路及び目標となる地物 
1/10000 

以上 
 

2 地形図 方位及び土地の境界線 
1/2500 

以上 
等高線は、二メートルの標高差を示すもの
とすること。 

3 土地の平面図 

方位及び土地の境界線並びに勾配が十分
の一を超える土地における堆積した土石
の崩壊を防止するための措置を講ずる位
置及び当該措置の内容、空地の位置、柵そ
の他これに類するものを設置する位置、雨
水その他の地表水を有効に排除する措置
を講ずる位置及び当該措置の内容並びに
堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を
防止する措置を講ずる位置及び当該措置
の内容 

1/500 
以上 

断面図を作成した箇所に断面図と照合で
きるように記号を付すること。 
空地、雨水その他の地表水による堆積した
土石の崩壊を防止するための措置及び堆
積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防
止する措置については、申請書と照合でき
るように番号を付すること。 

4 土地の断面図 土石の堆積を行う土地の地盤面 
1/500 
以上 

  

1 登記事項証明書 土石の堆積を行う土地のほか、空地等を含む敷地全体の土地の登記事項証明書（いわゆる「土地謄本」） 

2 公図 土石の堆積を行う土地のほか、空地等を含む敷地全体の土地の公図 

５ 求積図 実際に土石の堆積を行う土地の求積図（空地等を含む敷地全体ではありません。） 

（各種書類） 

６ 

土石の崩壊を防止す
る措置を講じた場合、
当該措置が適切であ
ることを証する書類 

勾配が１/10を超える土地で土石の堆積を行う場合、構台等を設置し、土石の堆積を行う面の勾
配を 1/10 以下とする等堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講じた場合、当該措置の
内容が適切であることを証する書類（想定される土圧、水圧、自重のほか、重機等による積載荷
重に耐えうる構造であることを設計した構造計算書等） 

７ 

土砂の流出防止措置
を講じた場合、当該措
置が適切であること
を証する書類 

堆積した土石を防水性シートで覆う等堆積した土石の内部に雨水その他の地表水が侵入するこ
とを防ぐための措置を確認できる図面等、堆積する土石の土質に応じた緩やかな勾配で土石を
堆積する措置（堆積する土石の勾配が１：２．０よりも緩い勾配となっていることが確認できる図
面等） 

８ 写真 土石の堆積を行おうとする土地及びその付近の状況を明らかにする写真 
3 住民票等の写し等 （個人）住民票の写し等氏名及び住所を証する書類の写し（個人番号は黒塗りしたもの） 
4 登記事項証明書 （法人）登記事項証明書（いわゆる「商業登記」） 

5 
役員の住民票の写し
等 

（法人）役員の住民票の写し等氏名及び住所を証する書類の写し（個人番号は黒塗りしたもの） 

6 資金計画書 
規則様式第５の資金計画書 
（資金を借入金で調達する場合にあっては、金融機関の融資を証明する書類、資金を自己資金で
調達する場合にあっては、金融機関の預金もしくは貯金の残高を証明する書類を添付） 

7 土地使用同意書 
土地の区域内の土地について所有権、地上権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の
使用及び収益を目的とする権利（使用収益権（永小作権、地役権等））を有する者の全ての同意を
得ていることを証する書類（県細則第８号、印鑑証明書等を添付） 

8 
周知措置に関する書
類 

周辺の住民の範囲を示す書類、住民への周知措置を講じたことを証する書類 

9 
株主等の住民票の写
し等 

（法人）発行済株式総数の 5/100 以上の株式を有する株主又は出資の額の 5/100 以上の額
に相当する出資をしている者（個人）があるとき、株主等の住民票の写し等氏名及び住所を証す
る書類の写し（個人番号は黒塗りしたもの）（株主等が法人の場合には、法人の登記事項証明書） 

10 
株主等の株式の数等
が確認できる書類 

（法人）発行済株式総数の 5/100 以上の株式を有する株主又は出資の額の 5/100 以上の額
に相当する出資をしている者があるとき、当該株主が有する株式等の数、出資金額が確認でき
る書類 

11 
国税及び県税の納税
証明書 

（法人）法人税及び法人事業税の前事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 
（個人）所得税及び個人事業税の前年における納付すべき額及び納付済額を証する書面 

1２ 
誓約書 
（権利能力） 

工事主が破産手続き開始決定を受けて復権を得ない、土地利用規制関係法令等に違反し処分を
受けていないことなどの誓約書（県細則様式第６号） 

1３ 
工事施工者に関する
書類 

工事施工者の事業経歴書、工事施工者が建設業法第３条第１項の許可を受けていることを証す
る書類、登記事項証明書（工事施工者が法人の場合） 

1４ 
誓約書 
（暴力団に該当しな
い） 

工事主が暴力団、暴力団員等に該当しないこと等を誓約する書類（県細則様式第７号） 

（その他） 

その他 その他知事が必要と認める書類 
  

上記表の色別に綴順のインデックス等を貼付してくださいますよう御協力願います。 
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6. 許可後の公表・市町村への通知について                                           

 許可された工事について、次の内容は、建築宅地課のホームページで公表されるとともに、県から市町村

にも通知します。 

 公表及び市町村通知事項 

 工事が施行される土地の位置図 

 工事の許可年月日及び許可番号 

 工事施行者の氏名又は名称 

 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日 

 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ 

 盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積 

 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量 

 

 公表は、土木事務所で許可したものも含め、建築宅地課のホームページ上で県内（仙台市を除く）全ての情

報を公表します。 
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7. 許可後に必要な手続き                                                      

許可後に講じなければならない措置は次のとおりです。 

① 標識の掲示 

工事現場の見やすい場所に、当該工事に係る許可を受けている旨の標識を掲出する必要があります。様

式は規則様式第２３（「宅地造成」「特定盛土等」）、第２４（「土石の堆積」）で定められています。 

② 定期報告 

工事の施工状況について、３ヶ月ごとに報告する必要があります。報告様式は県細則で定める予定です。 

宅地造成等工事規制区域では、許可規模と定期報告を要する規模が異なるので注意してください。（特

定盛土等規制区域では、許可対象規模と定期報告を要する規模は同じです。） 

③ 中間検査 

特定工程（盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程）がある

場合、中間検査を受検する必要があります。なお、宅地造成等工事規制区域では、特定工程がある場合で

も、一定規模以上の盛土等でなければ、中間検査を要しません。一定規模以上とは、定期の報告と同じ規模

です。（特定盛土等規制区域では、許可対象規模と定期報告を要する規模は同じです。） 

中間検査は、特定工程に係る工事を終えた日から４日以内に中間検査の申請書（規則様式第１３）により

申請してください。中間検査に合格すると、中間検査合格証（規則様式第１４）が交付されます。 

中間検査合格証が交付された後でなければ、対象の排水施設の周囲を砕石のその他の資材で埋める工

事をすることはできませんので注意してください。 

宅地造成等工事規制区域内では、許可対象規模と中間検査を要する規模が異なるので注意してくださ

い。（特定盛土等規制区域では、許可対象規模と定期報告を要する規模は同じです。） 

④ 完了検査 

完了検査は工事が完了した日から４日以内に完了検査の申請書（規則様式第９）により申請してください。 

完了検査は許可された工事すべてで必要になります。 

○ 届出、許可、中間検査、定期報告、完了検査を要する規模 

区
域 

行
為 

届出 許可 中間検査 定期報告 完了検査 

宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域 

宅
地
造
成
・特
定
盛
土
等 

－ 

①盛土で高さ 1ｍ超の崖 
②切土で高さ２ｍ超の崖 
③盛土と切土を同時に行っ
て、高さ２ｍ超の崖（①、②を
除く） 
④盛土で高さ２ｍ超（①、③
を除く） 
⑤盛土又は切土の面積５００
㎡超（①～④を除く） 

①盛土で高さ２ｍ超の崖 
②切土で高さ５ｍ超の崖 
③盛土と切土を同時に行っ
て、高さ５ｍ超の崖（①、②を
除く） 
④盛土で高さ５ｍ超（①、③
を除く） 
⑤盛土又は切土の面積３００
０㎡超（①～④を除く） 

同左 
許可対象す
べて 

土
石
の
堆
積 

－ 
①堆積の高さ２ｍ超かつ面
積３００㎡超 
②堆積の面積５００㎡超 

－ 
①堆積の高さ５ｍ超かつ面
積 1５００㎡超 
②堆積の面積３０００㎡超 

許可対象す
べて 

特
定
盛
土
等
規
制
区
域 

特
定
盛
土
等 

①盛土で高さ 1ｍ超の崖 
②切土で高さ２ｍ超の崖 
③盛土と切土を同時に行っ
て、高さ２ｍ超の崖（①、②を
除く） 
④盛土で高さ２ｍ超（①、③
を除く） 
⑤盛土又は切土の面積５００
㎡超（①～④を除く） 

①盛土で高さ２ｍ超の崖 
②切土で高さ５ｍ超の崖 
③盛土と切土を同時に行っ
て、高さ５ｍ超の崖（①、②を
除く） 
④盛土で高さ５ｍ超（①、③
を除く） 
⑤盛土又は切土の面積３００
０㎡超（①～④を除く） 

許可対象すべて 許可対象すべて 
許可対象す
べて 

土
石
の
堆
積 

①堆積の高さ２ｍ超かつ面
積３００㎡超 
②堆積の面積５００㎡超 

①堆積の高さ５ｍ超かつ面
積 1５００㎡超 
②堆積の面積３０００㎡超 

－ 許可対象すべて 
許可対象す
べて 

  
宅地造成等工事規制区域では、許可が必要な盛土等の規模と定期報告・中間検
査が必要な盛土等の規模が異なりますので、注意してください。 
（特定盛土等規制区域では、許可した案件全てが定期報告等の対象となります。） 
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8. チェックリストについて                                                      

許可申請にあたり、申請書類の添付書類リストと技術的基準のチェックリストを用意しております。 

申請前に、申請者ご自身でチェックを行い、許可申請書とあわせてご提出ください。 

 

9. 申請窓口                                                               

連絡先 面積区分 地域区分 

建築宅地課盛土対策班 
 022-211-3246 

10,000 ㎡以上 
市街化調整区域内 

県内全域（仙台市を除く） 

大河原土木事務所行政班 
0224-53-3903 

10,000 ㎡未満 
（市街化調整区域を
除く） 

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、 
川崎町、丸森町 

仙台土木事務所行政第 2 班 
022-297-4118 

塩竈市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、富谷市、大和町、大郷町、
大衡村、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 

北部土木事務所行政班 
0229-91-0732 

大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町 

栗原地域事務所行政班 
0228-22-2174 

栗原市 

東部土木事務所行政班 
0225-94-8692 

石巻市、東松島市、女川町 

登米地域事務所行政班 
0220-22-2494 

登米市 

気仙沼土木事務所行政班 
0226-24-2539 

気仙沼市、南三陸町 

 

10. その他目的別留意点等（建築物の建築を伴う場合（将来的な予定も含む））                      

① 栗原市・登米市で建築目的の造成を行う場合の注意点 

 栗原市、登米市で行う宅地造成、特定盛土等の工事については、許可申請窓口と技術的な審査を行う担

当が異なります。 

 技術的基準の審査は許可申請窓口とは別の部署が行います。許可までの処理期間短縮のため、申請書は
正本、副本２部の計３部御提出ください。 

 詳しくは、事前相談で、次の許可申請窓口に確認してください 

市町村 許可申請窓口 技術審査担当 

栗原市 
北部土木事務所栗原地域事務所（行政班） 
（栗原市築館藤木５−１） 

北部土木事務所（建築班） 
（大崎市古川旭４丁目１−１） 

登米市 
東部土木事務所登米地域事務所（行政班） 
（登米市迫町佐沼字西佐沼 150-5） 

東部土木事務所（建築班） 
（石巻市あゆみ野５丁目７） 

 

 

② 都市計画法の開発許可を併せて行う場合（みなし許可）の留意点 

 都市計画法第２９条第１項又は２項の許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなす規定

があります。（都市計画法の開発許可を受けた場合、盛土規制法はみなし許可とされます。）そのため、ど

ちらの許可も要する場合には、都市計画法の開発許可を受けることで足り、盛土規制法の許可を受ける

必要はありません。 

 みなし許可は、当初許可のほか、「変更許可」、「完了検査」等も都市計画法の手続きをすれば、盛土規制法

の手続きを受けたものとみなされますが、都市計画法に規定のない「中間検査」「定期の報告」等はみなし

許可の場合でも、盛土規制法の手続きとして受検する必要があります。（次表参照） 

建築を目的とする場合、技術的基準の審査は許可申請窓口とは別の部署が行
います。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。 
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（参考）みなし許可の場合、適用盛土規制法の規定一覧（許可申請に係る条項のみ抜粋） 

内容 盛土規制法 条項 備考 

住民への周知 - 第１１条、第２９条  

工事の許可 

土地所有者の同意 
許可の公表、通知等 

- 第１２条、第３０条 都市計画法の規定に従う 

工事の技術的基準等 適用 第１３条、第３１条 （都市計画法３３条１項７号） 

許可証の交付 
（不許可の通知） 

- 第１４条、第３３条 都市計画法の規定に従う 

変更の許可等 - 第１６条、第３５条 都市計画法の規定に従う 

完了検査等 - 第１７条、第３６条 都市計画法の規定に従う 

中間検査 適用 第１８条、第３７条  

定期の報告 適用 第１９条、第３８条  

監督処分 適用 第２０条、第３９条  

標識の掲示 適用 第４９条  

 

 盛土規制法と都市計画法の開発許可を要する規模の基準が異なるので注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石巻市・大崎市で都市計画法の開発許可を受けられた方で、盛土規制法に定める手続きが必要な場合、

県で手続きをする必要があります。 

 

 

 

 

 

石巻市・大崎市に相談するほか、併せて東部土木事務所建築班、北部土木事務所建築班にも併せて連

絡願います。（盛土規制法のみなし許可にも該当するものか県土木事務所でも判断します。） 

 

 

 

  

盛土規制法の許可対象 
都市計画法開発許可の許可対象 

重複するものが、みなし許可 

宮城県では、都市計画法と盛土規制法
で、面積の捉え方が異なります。 
☞ 盛土規制法：３０㎝を超える盛土・切
土の合計面積 

☞ 都市計画法：平均で５０㎝を超える 
切土・盛土のある敷地面積 

都市計画法

盛土規制法

（石巻市・大崎市）
許可申請 審査 許可 完了検査

中間検査 定期の報告
（県）
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 都市計画法の開発許可申請窓口 

開発許可申請窓口 面積区分 地域区分 

建築宅地課開発防災班 
 022-211-3244 

10,000 ㎡以上 
市街化調整区域内 

県内全域（仙台市を除く） 

大河原土木事務所建築班 
0224-53-3918 

10,000 ㎡未満 
（市街化調整区域
を除く） 

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、 
川崎町、丸森町 

仙台土木事務所建築第 2 班 
022-297-4348 

塩竈市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、富谷市、大和町、大郷町、
大衡村、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 

北部土木事務所建築班 
0229-91-0737 

加美町、色麻町、涌谷町、美里町、栗原市 

東部土木事務所建築班 
0225-94-8691 

東松島市、女川町、登米市 

気仙沼土木事務所建築班 
0226-24-2538 

気仙沼市、南三陸町 

石巻市建築指導課 
 0225-95-1111（代表） 

面積要件なし 石巻市 

大崎市建築指導課 
 0229-23-8057 

面積要件なし 大崎市 

 

11. その他目的別留意点等（土石の堆積）                                             

 「工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した

土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの」（規則第８条第１０号ハ）は許可不要とされています。 

 工事現場やその付近で、当該工事に使用する土石や当該工事で発生した土石を一時的に仮置きするもの

については、本体工事の主任技術者や安全管理者等が本体工事と一体的に安全管理がされていることを

前提として盛土規制法の許可の適用除外とすることとされています。 

① 「工事の現場」とは、工事が行われている土地（請負契約を伴う工事にあっては、請負契約書や工事施

工計画書等に工事現場として位置付けられた土地（本体の工事から離れた土地を含む）） 

② 「工事の現場の付近」とは、 

i. 本体の工事現場の主任技術者や安全管理者等から目視可能で、容易に到達でき、本体の工事現場と

一体的な安全管理が可能な範囲として、工事現場の隣地や隣地に類する土地（本体の工事現場から

道路を挟んだ向かいの土地など） 

ii. 工事現場の付近であることを客観的に確認できるよう、本体工事現場の管理者等に、管理体制等を

記した誓約書の提出や同様の内容を記した看板が設置された土地 
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12. その他目的別留意点等（林地開発許可も要する場合）                                  

 盛土規制法の許可のほかに森林法第１０条の２に基づく開発行為の許可（林地開発許可）も要する場合、技術

的審査は、林地開発担当部局で行います。 

 申請窓口とは異なりますので、盛土規制法に関する技術的な相談については、林地開発担当部局に御相談く

ださい。 

 許可までの処理期間短縮のため、申請書は正本、副本２部の計３部を盛土規制法申請窓口に御提出ください。 

林地開発担当窓口 地域区分 

大河原地方振興事務所 
林業振興部森林管理班 
0224-53-3252 

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、 
川崎町、丸森町 

仙台地方振興事務所 
林業振興部森林管理班 
022-275-9253 

塩竈市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町、富谷市、大和町、大郷町、大衡村、
多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町 

北部地方振興事務所 
林業振興部森林管理班 
0229-91-0765 

大崎市、加美町、色麻町、涌谷町、美里町 

北部地方振興事務所 
栗原地域事務所 
林業振興部森林整備班 
 0228-22-2391 

栗原市 

東部地方振興事務所 
林業振興部森林管理班 
0225-95-1486 

石巻市、東松島市、女川町 

東部地方振興事務所 
登米地域事務所 
林業振興部森林整備班 
0220-22-6125 

登米市 

気仙沼地方振興事務所 
林業振興部森林整備班 
0226-24-8285 

気仙沼市、南三陸町 

自然保護課みどり保全班 
 022-211-2676 

 

     ※開発する地域が決まっている場合は、基本当該地域を管轄する事務所にご相談ください。 

     ※事務所管内をまたがる場合は、当該開発許可に係る森林面積が大きい事務所が担当窓口となります。 
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13. その他の留意事項（設計者の資格）                                               

 次の場合、設計者には資格が必要です。 

☞ 高さが５メートルを超える擁壁の設置 

☞ 盛土又は切土をする土地の面積が１，５００㎡を超える土地における排水施設の設置 

 設計者の資格は１～８のいずれかです。 

 学歴 実務経験 資格等 

1 大学で土木又は建築に関する課程を修めて卒業した者 
土木、建築の技術

に関して２年以上 
- 

2 

短期大学（専門職大学の前期課程を含む）で土木又は建

築に関する修業年限３年の課程（夜間において授業を行

うものを除く）を修めて卒業（専門職大学の前期課程にあ

っては修了）した者 

土木、建築の技術

に関して３年以上 
- 

3 

短期大学（本表の１又は２に該当する場合を除く）又は高

等専門学校で土木又は建築に関する課程を修めて卒業

した者 

土木、建築の技術

に関して４年以上 
- 

4 
高等学校又は中等教育学校で土木又は建築に関する課

程を修めて卒業した者 

土木、建築の技術

に関して７年以上 
- 

5 - 
土木、建築の技術

に関して１０年以上 

国土交通大臣の登録を受けた登録講

習機関が行う講習を修了した者 

6 
大学(短期大学を除く)の大学院又は専攻科に１年以上在

学して土木又は建築に関する事項を専攻した者 

土木、建築の技術

に関して１年以上 
- 

7 - - 

以下の技術士法の第二次試験に合格

した者( )内は選択科目を示す。 

・建設部門 

・農業部門（農業農村工学、農業土木） 

・森林部門（森林土木） 

・水産部門（水産土木） 

・林業部門（森林土木） 

8 - - 一級建築士 

  



 

  

 

許可不要工事の該当一覧

法第2条

□宅地造成又は特定盛土等（令第3条第5号の盛土又は切土に限る。）に関する工事のうち、高さが2ｍ以下であつて、盛土又は切土をす

る前後の地盤面の標高の差が30ｃｍを超えない盛土又は切土をするもの

次に掲げる土石の堆積に関する工事

□令第4条第1号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の面積が300㎡を超えないもの
□令第4条第2号の土石の堆積であつて、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が30㎝を超
えないもの
□工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の
現場又はその付近に堆積するもの

規則第8条

□土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業、同法第15条第2項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事

□火薬類取締法第3条若しくは第10条第1項の許可を受け、若しくは同条第2項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設
の設置に係る工事、同法第12条第1項の許可を受け、若しくは同条第2項の規定による届出をした者が行う当該許可若しくは届出に係る
工事又は同法第27条第1項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事

□家畜伝染病予防法第21条第1項若しくは第４項（同法第46条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による
家畜の死体の埋却に係る工事又は同法第23条第1項若しくは第3項（同法第46条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）
の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事

□廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項若しくは第14条第6項の許可を受けた者若しくは市町村の委託（非常災害
時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。）を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が行う当該許可若しくは委託に
係る工事又は同法第8条第1項、第9条第1項、第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事

□土壌汚染対策法第16条第1項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第22条第1項若しくは第23条第1
項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事

□平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された
放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第15条若しくは第19条の規定による廃棄物の保管若しくは
処分、第1７条第2項（同法第18条第5項において準用する場合を含む。）の規定による廃棄物の保管、同法第30条第1項若しくは第38条
第1項の規定による除去土壌の保管若しくは処分又は同法第31条第1項若しくは第39条第1項の規定による除去土壌等の保管に係る工
事

□森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

□国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事

イ地方住宅供給公社
ロ土地開発公社
ハ日本下水道事業団
ニ独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
ホ独立行政法人水資源機構
ヘ独立行政法人都市再生機構

□以下の宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等に該当する→許可不要

令第5条

□鉱山保安法第13条第1項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第36条、第37条、第39条第1項若しくは
第48条第1項若しくは第2項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

□鉱業法第63条第1項の規定による届出をし、又は同条第2項（同法第87条において準用する場合を含む。）若しくは同法第63条の2
第1項若しくは第2項の規定による認可を受けた者（同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の規定により施業案
の認可を受けたとみなされた者を含む。）が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事

□採石法第33条若しくは第33条の5第1項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第33条の13若しくは第
33条の17の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

□砂利採取法第16条若しくは第20条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第23条の規定による
都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事

規則第1条

□雨水貯留浸透施設、□農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設

国又は地方公共団体が管理する次の施設
□緑地、□広場、□廃棄物処理施設、□水道、□下水道、□営農飲雑用水施設、□水産飲雑用水施設、□農業集落排水施設、□漁業集落排
水施設、□林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設

□以下の公共用施設用地に該当する→許可不要
□道路、□公園、□河川

令第2条

□砂防設備、□地すべり防止施設、□海岸保全施設、□津波防護施設、□港湾施設、□漁港施設、□飛行場、□航空保安施設、□鉄道、□軌
道、□索道、□無軌条電車の用に供する施設

国又は地方公共団体が管理する次の施設、□学校、□運動場、□墓地

高さ2m以下
標高差30cm以下


